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認証手数料・調査手数料 
 

項目及び認証生産行程管理者等の種類 
基本

検査

時間 

料金(消費税

抜)(※12) 

手
数
料
（
①
＋
②
＋
③
） 

①認証(申請)料 
新規認証申請時及び認証取得業者が組織形態を変更する場合(※1)、

②の調査料に加算 
10,000円 

②
調
査
料 

有機農産物の 

生産行程管理者 

菌 床 栽

培 き の

こ以外 

申請ほ場面積 50a以内の場合(※2) 

4時間 

30,000円 

申請ほ場面積 100a以内の場合(※2) 35,000円 

申請ほ場面積 100a を超える場合の 100a 毎の

加算額(※2) 
10,000円 

菌 床 栽

培 き の

こ 

申請施設面積 100㎡以内の場合 

4時間 

30,000円 

申請施設面積 100 ㎡を超える場合の 100 ㎡毎

の加算額 
10,000円 

グループ(※3)認証加算額:(グループ構成員数－1)×2,000円 2,000円 

外注加算料:所在地が異なる施設がある場合、1 施設毎の加算額(※4) 5,000円 

受入れ、小分け加算料(※5) 
(他者が生産した有機農産物を受入れし、小分け業務を行う

場合に加算する。) 

個人 25,000円 

法人 35,000円 

有機加工食品

(有機酒類を含

む)の生産行程

管理者 

小規模 
個人で、製造に係る施設の面積が 500

㎡以下の場合 
4時間 50,000円 

中規模 

個人で、製造に係る施設の面積が 500

㎡を超える場合 

法人で、製造に係る施設の面積が

1,000㎡以下の場合 

6時間 100,000円 

大規模 
法人で、製造に係る施設の面積が

1,000㎡を超える場合 
8時間 150,000円 

グループ(※3)認証加算額(グループ構成員数－1)×2,000円 2,000円 

外注加算料:所在地が異なる施設がある場合、1 施設毎の加算額(※4) 10,000円 

受入れ、
小 分 け
加 算 料
(※5)  

自社で製造、加
工を行わず、小
分け業務のみ。 

他者原料で、他者が製造、加工した
有機加工食品を受入れし、小分け業
務を行う場合(いわゆる流通業、卸
売り業) 

個人 10,000円 

法人 15,000円 

自己原料を他者が製造、加工した有
機加工食品を受入れし、小分け業務
を行う場合(生産から製造まで一貫
して営む場合) 

個人 0円 

法人 0円 

自社で製造、加
工を行い、かつ
小分け業務も行
う。 

自己原料または他者原料を自社で製造
し、半製品で出荷。他社で最終製造した
製品を受入れ、小分けする場合(製造工
程の一部を外注扱いとせずに他社で行
う場合) 

個人 0円 

法人 0円 

有機農産物又は

有機加工食品

(有機酒類を含

む)の小分け業

者 

○a または○ｂまた

は○c  

○a 以下の○ｂ○ｃ以外の場合 

(扱う農林物資の種類の数は問わない。) 

個人 4時間 50,000円 

法人 6時間 70,000円 

○ｂ 他社で加工された他社製品を受入れ、小分け 

し、かつ有機加工食品の生産行程管理者の認証

を当協会で取得し、検査対象が重複する場合 

個人 
(※6) 

15,000円 

法人 20,000円 

○ｃ 有機加工食品の生産行程管理者が、自社製品を 

半製品で出荷し、他の有機 JAS 認証工場で最終

加工された製品を受入れ、小分けする場合(※7) 

個人 4時間 
0円 

法人 6時間 

有機飼料(農産)

の生産行程管理

者 

申請ほ場面積 100a以内の場合(※8) 
4時間 

30,000円 

申請ほ場面積 100a を超える場合の 100a 毎の加算額(※8) 5,000円 

グループ(※3)認証加算額:(グループ構成員数－1)×2,000円 2,000円 
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外注加算料:所在地が異なる施設がある場合、1 施設毎の加算額(※4) 5,000円 

受入れ、小分け加算料(※5) 
(他者が生産した有機飼料(農産)を受入れし、小分け業務を

行う場合に加算する。) 

個人 10,000円 

法人 15,000円 

有機飼料(加工)

の生産行程管理

者 

小規模 
個人で、製造に係る施設の面積が 500

㎡以下の場合(※8) 
4時間 30,000円 

中規模 

個人で、製造に係る施設の面積が 500

㎡を超える場合 

法人で、製造に係る施設の面積が

1,000㎡以下の場合(※8) 

6時間 70,000円 

大規模 
法人で、製造に係る施設の面積が

1,000㎡を超える場合(※8) 
8時間 100,000円 

グループ(※3)認証加算額:(グループ構成員数－1)×2,000円 2,000円 

外注加算料:所在地が異なる施設がある場合、1 施設毎の加算額(※4) 5,000円 

受入れ、小分け加算料

(※5) 

(他者が製造、加工し

た有機飼料(加工)を

受入れし、小分け業務

を行う場合に加算す

る。) 

他者原料で、他社において製造、加工され

た製品を受入れ、小分けする場合 

個人 10,000円 

法人 15,000円 

自社原料を自社で製造し、半製品で出荷。

他社で最終製造した製品を受入れ、小分け

する場合 

個人 0円 

法人 0円 

認証ほ場内のみでサイレージを生産する場合 10,000円 

有機飼料(農産)
又は有機飼料
(加工)の小分け
業者 
○a または○ｂまた
は○c  

○a 以下の○ｂ○ｃ以外の場合 

(扱う農林物資の種類の数は問わない。) 

個人 4時間 30,000円 

法人 6時間 50,000円 

○ｂ 他社で加工された他社製品を受入れ、小分け 

し、かつ有機飼料(加工)の生産行程管理者の認

証を当協会で取得し、検査対象が重複する場合 

個人 
(※6) 

10,000円 

法人 15,000円 

○ｃ 有機飼料(加工)の生産行程管理者が、自社製品を 

半製品で出荷し、他の有機 JAS認証工場で最終加工

された製品を受入れ、小分けする場合(※6) 

個人 4時間 
0円 

法人 6時間 

有機畜産物の生
産行程管理者 
㋐+㋑+㋒ 

㋐経営単位数×20,000円 20,000円 

㋑認証に係るすべての施設(畜舎、家きん舎、採草放牧地、野外の飼育 

場、と畜場、搾乳施設、飼料自家生産用ほ場等)を含めた面積 
 

50ha未満 30,000円 

100ha未満 40,000円 

100haを超える場合 50,000円 

300ha未満 60,000円 

400ha未満 70,000円 

500ha未満 80,000円 

申請面積 500haを超える場合の 100a毎の加算額 10,000円 

㋒家畜、家きん個体数の料金  

肥育牛、馬 300円/1頭 

乳牛 500円/1頭 

豚、めん羊、山羊 100円/1頭 

家きん類 20円/1羽 

外注加算料:所在地が異なる施設がある場合、1 施設毎の加算額(※4) 5,000円 

受入れ、小分け加算料(※4) 個人 25,000円 
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(他者が生産した有機畜産物を受入れし、小分け業務を行う

場合に加算する。) 
法人 35,000円 

有機畜産物の小

分け業者 
種類の数問わず 

個人 4時間 30,000円 

法人 6時間 50,000円 

有機農産物、有
機加工食品又は
有機畜産物の外
国格付表示業者 

既存の生産行程管理者又は小分け業者が当該認証を申

請する場合(※11) 
一律 10,000円 

取扱業者の単独申請 4時間 30,000円 

③非会員加算料(※9) 

事業者が個人であって鹿児島県有機農業協会の個人会員に入会

していない場合(グループ認証の場合は 1構成員毎に加算。) 
3,000円 

事業者が法人であって鹿児島県有機農業協会の法人会員に入会

していない場合 
30,000円 

(

④
＋
⑤)

(

※
⒑) 

そ
の
他
経
費 

④実地調査時の交通費 

等実費 

自家用車使用の場合、起点を協会、終点を事業者の主たる認証ほ

場又は工場、事業所として距離を算出する。 
35円/km 

駐車場料金、公共交通機関料金、宿泊費等が発生した場合。 実費 

⑤検査時間追加料金 
実地調査の検査時間が、上記基本検査時間を超える場合 30 分毎

の加算額 
900円 

 

※１ 以下の場合等は現在の認証を廃止し新規申請する必要がある。ただし、アの場合は上記①の認証申請料 

を適用しない。 

ア 農家や個人商店等認証された個人が後継者に業務を引き継ぐ場合 

イ 認証された会社が持ち株会社化し、製造事業を新たに設立した会社に引き継ぐ場合 

ウ 認証された協同組合、農業法人又は生産者グループが解散し、構成員に引き継ぐ場合 

エ 認証された会社が個人商店に、認証された組合が株式会社に組織変更し、製造事業が新組織に引き継がれ 

る場合 

※2 採取場の場合は採取場 5aをほ場１a相当分と換算して計算する。また原木きのこの栽培場については面積で 

はなくほだ木の本数で計算することとし、1,500 本＝10ａとして換算し、上記手数料を徴収する。 

 (採取場例)採取場 240aの場合:ほ場 48a相当として料金を計算する。 

 (栽培場例)ほだ木数 15,000本の場合:ほ場 100a相当として計算する。 

※3 本別表におけるグループとは以下の場合をいう。 

(1)生産者を構成員とする法人が生産者を組織化したグループ。 

(2)生産者複数で組織したグループ。 

※4 外注先検査を省略する場合は外注加算料は請求しない。 

※5 受入れ、小分け加算料について、複数の農林物資を扱っている場合は取扱量の多いいずれか一つの農林物資 

に係る料金を適用するものとする。 

※6 同一の認証事業者が有機加工食品または有機飼料(加工)の生産行程管理者と小分け業者の両方の認証を取 

得している場合で、有機加工食品または有機飼料(加工)の認証生産行程管理に係る施設及び工場、機械、器具 

が小分けに係る施設及び工場、機械、器具を包含する場合に限り、小分け業者が支払う手数料は右記のとおり 

減額される。ただし、検査時間は有機加工食品または有機飼料(加工)の検査時間に含める。 

※7 有機加工食品または有機飼料(加工)の生産行程管理者の検査と有機加工食品または有機飼料(加工)の小分 

け業者の検査を同時に行うこと。 

※8 有機農産物の生産行程管理者等が、既に認証を取得しているほ場、品目において有機飼料(農産)の認証取得 

を併せて希望し、業務規程第 25条第 3項及び ISO/IEC17065 7.3.5に基づき実地調査を省略できる場合は、有 

機飼料(農産)の手数料は有機農産物の手数料に含めるものとする。 
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有機加工食品の生産行程管理者等が、既に認証を取得している施設、製品において有機飼料(加工)の認証取得 

を併せて希望する場合も同様の扱いとする。 

※9 (1)会員であっても、前年度の年会費が未納である場合は非会員加算料を徴収する。 

 (2)外国格付表示業者については、単独認証の場合は非会員加算料を徴収し、複数認証の場合は徴収しない。 

※10 同一検査員が同時に複数の実地調査を行った場合、上記料金の④は認証事業者同士で按分する。外注先調 

査を、認証事業者自身の調査とは別途実施した場合も同様の金額とし、調査終了後に徴収する。同一検査員が

同時に複数の認定事業者に係る外注先調査を実施した場合は認証事業者数で按分する。 

また、リモート調査を実施した場合は④交通費等の請求は行わない。 

※11 新規認証申請時、①認証(申請)料は徴収しない。 

※12 本別表の料金はすべて税抜き表示とする。消費税分は別途計算する。 

 

 

(平成 24年 8月 1日付け 24鹿有協 C-3-01) 

この別表は、平成 24年 8月 1日から施行する。 

(平成 26年 4月 1日付け 26鹿有協 C-3-02) 

この別表は、平成 26年 4月 1日から施行する。 

(平成 26年 8月 28日付け 26鹿有協 C-3-03) 

この別表は、平成 26年 8月 28日から施行する。 

(平成 26年 10月 17日付け 26鹿有協 C-3-04) 

この別表は、平成 26年 10月 17日から施行する。 

(平成 26年 12月 8日付け 26鹿有協 C-3-05) 

この別表は、平成 26年 12月 8日から施行する。 

(平成 28年 7月 1日付け 28鹿有協 C-3-06) 

この別表は、平成 28年 7月 1日から施行する。 

(平成 28年 11月 10日付け 28鹿有協 C-3-07) 

この別表は、平成 28年 11月 10日から施行する。 

(平成 29年 12月 25日付け 29鹿有協 C-3-08) 

この別表は、平成 29年 12月 25日から施行する。 

(平成 30年 3月 30日付 29鹿有協 C-3-09) 

1 この別表は、平成 30年 3月 30日から施行する。 

2 有機飼料(農産)、有機飼料(加工)については 平成 30年 7月 9日から、有機畜産物については平成 30年 7月 30

日から施行する。 

(平成 30年 10月 15日付 30鹿有協 C-3-10) 

この別表は、平成 30年 10月 15日から施行する。 

(平成 31年 3月 20日付 30鹿有協 C-3-11) 

この別表は、平成 31年 3月 20日から施行する。 

(平成 31年 5月 8日付 31鹿有協 C-3-12) 
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この別表は、平成 31年 5月 8日から施行する。 

(2020年 5月 18日付 2020鹿有協 C-3-13) 

この別表は、2020年 5月 18日から施行する。 

(2021年 8月 1日付 2021鹿有協 C-3-14) 

この別表は、2021年 8月 1日から施行する。 

(2022年 3月 1日付 2021鹿有協 C-3-15) 

この別表は、2022年 3月 1日から施行する。 

(2022年 3月 18日付 2022鹿有協 C-3-16) 

この別表は、2022年 3月 18日から施行する。 

(2022年 10月 5日付 2022鹿有協 C-3-17) 

この別表は、2022年 10月 5日から施行する。 

(2023年 1月 10日付 2023鹿有協 C-3-18) 

この別表は、2023年 1月 10日から施行する。 

(2023年 12月 14日付 2023鹿有協 C-3-19) 

この別表は、2023年 12月 14日から施行する。 


